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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年７月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 作業員負傷 

発生日時 平成２８年４月７日 ０９時４５分ごろ 

発生場所 神奈川県横浜市本牧ふ頭Ｄ５岸壁 

横浜本牧防波堤灯台から真方位２３６°５２０ｍ付近 

（概位 北緯３５°２６.４′ 東経１３９°４１.１′） 

事故の概要 コンテナ船 M O L
エムオーエル

 DEVOTION
デ ボ ー シ ョ ン

は、コンテナの積込み作業中、作業員

１人が船倉に墜落して負傷した。 

事故調査の経過  平成２８年４月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 MOL DEVOTIONの旗国に対し、意見照会を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

コンテナ船 MOL DEVOTION（マーシャル諸島共和国）、３９,９０６ト

ン 

 ９３５２４２０（ＩＭＯ番号）、CLAN NAVIGATION LTD 

 ２６０.００ｍ×３２.２５ｍ×１９.３０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、３６,５６０kＷ、２００８年８月（建造） 

 乗組員等に関する情報 船長（ミャンマー連邦共和国籍） 男性 ４８歳 

 締約国資格受有者承認証 船長（マーシャル諸島共和国発給） 

  交付年月日 ２０１５年５月７日 

        （２０１６年１２月３１日まで有効） 

作業員Ａ 男性 ５１歳 

作業員Ｂ 男性 ５３歳 

 死傷者等 重傷 １人（作業員Ｂ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長ほか２４人（全員ミャンマー連邦共和国籍）が乗り組

み、平成２８年４月７日０８時３０分ごろ本牧ふ頭Ｄ５岸壁において

コンテナの荷役を開始した。 

荷役作業は、港湾運送事業者の作業員によって行われ、作業員Ａを

総指揮者とし、作業員Ｂほか６人の作業員が当たった。 

本船は、０９時２０分ごろ１番船倉の荷役を終わり、０９時４０分
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ごろ作業員Ｂほか作業員１人が２番船倉の左舷側のハッチカバーを岸

壁に陸揚げする作業に移り、他の作業員５人が１番船倉のラッシング

作業を行った。 

作業員Ｂは、ハッチカバーの陸揚げのため、‘上甲板上約１ｍの高

さに船横方向に設けられた通路昇降口の墜落防止用チェーン’（以下

「本件チェーン」という。）を外し、作業員１人と共にハッチカバー

が陸上のクレーンで陸揚げされるのを監視しつつ、左舷側に移動し

た。 

本船は、２番船倉の左舷側にコンテナの積込みを開始し、同船倉口

からコンテナが約５ｍ下ろされた０９時４５分ごろ、作業員Ｂが、本

件チェーンを掛け忘れていたことに気付き、掛けようと通路昇降口に

近づいたとき、通路でつまずいて通路昇降口から２番船倉内に墜落し

た。 

 作業員Ａは、作業員Ｂが動かなかったので、荷役を中断し、他の作

業員を指揮して作業員Ｂの救出作業を行った。 

 作業員Ｂは、救急車で病院に搬送されて、顔面多発骨折等と診断さ

れて入院し、約４か月間入院治療を行った。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 左舷２番船倉周辺の状況、

写真２ 通路の状況、写真３ 墜落場所の状況 参照） 

 その他の事項 

 

 港湾運送事業者では、ハッチカバーを移動させる際に本件チェーン

に引っ掛かることがあるので、事前に本件チェーンを外してハッチカ

バーを移動した後、本件チェーンを復旧していた。 

 作業員Ｂは、ヘルメット及び安全靴のほか、雨が降っていたので雨

具を着た上から救命胴衣及び安全帯を装着していたが、雨具で動きづ

らいと感じていた。 

作業員Ｂは、通路昇降口から約８ｍ下の２番船倉内に墜落した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、本牧ふ頭Ｄ５岸壁でコンテナを荷役中、作業員Ｂが、本件

チェーンを掛けようと通路昇降口に接近した際、通路でつまずいたこ

とから、開放状態の通路昇降口から船倉内に墜落して負傷したものと

考えられる。 

作業員Ｂが、通路でつまずいたのは、雨具による動きづらさが関与

した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、本牧ふ頭Ｄ５岸壁でコンテナを荷役中、作業員

Ｂが、本件チェーンを掛けようと通路昇降口に接近した際、通路でつ

まずいたため、開放状態の通路昇降口から船倉内に墜落したことによ

り発生したものと考えられる。 
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参考 港湾運送事業者は、本事故後、事故防止策として、墜落の危険性の

ある場所では、安全帯を使用する内容の作業基準の改正を行い、会社

内に周知徹底を図った。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・通路の墜落防止用チェーンが外れている場所に接近する場合は、

確実に安全帯を使用すること。 

・雨具を装着している場合には、動きづらいので注意深く作業を行

うこと。 

 

 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２８年４月７日 ０９時４５分ごろ発生） 

横浜本牧防波堤灯台 

神奈川県横浜市 
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写真１ 左舷２番船倉周辺の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 通路の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 墜落場所の状況 
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